
要支援１ 要支援２ 要介護1 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

1割負担の方 543 670 737 805 878 946 1,014

2割負担の方 1,087 1,341 1,473 1,609 1,756 1,892 2,029

利用者負担

第１段階

利用者負担

第2段階

利用者負担

第3段階

利用者負担

第4段階

1日当たりの 1割負担の方 3,893 4,020 4,087 4,155 4,228 4,296 4,364

利用料金合計 2割負担の方 4,437 4,691 4,823 4,959 5,106 5,242 5,379

その他の加算

※

※

※

　　　　短期入所生活介護事業所「みのりの里　共和」利用料一覧表

サービス利用に係る
自己負担額(1日当たり)

平成27年8月1日現在

予 防 給 付

居住費
820

820

(課税年金収入額
と合計所得金額の
合計が80万円以
下、預貯金・有価
証券・現金等の資
産が単身で1,000
万円以下、夫婦で
2,000万円以下の
方)

1日当たりの

利用料金合計
2,066 2,134

1,753

1日当たりの
1,663 1,925

2,224

朝食　360円　　昼食　560円　　夕食　460円

(生活保護受給者
又は世帯全員が
市町村民税非課
税の老齢年金受

給者)

朝食　360円　　昼食　560円　　夕食　460円

（1日限度額　650円）

居住費
1,310

1,998

(1日当たり)

居住費

(課税年金収入額
と合計所得金額の
合計が80万円超、
預貯金・有価証
券・現金等の資産
が単身で1,000万
円以下、夫婦で
2,000万円以下の
方)

1日当たりの
2,503 2,765

上
記
以
外
の
方

居住費
1,970

(1日当たり)

(上記以外の
方)

世
帯
全
員
・
世
帯
が
異
な
る
配
偶
者

(

内
縁
関
係
も
含
む

)

が
市
町
村
民
税
非
課
税

食　費

送迎加算

(短期入所生活介護を行った日から起算して7日(家族の疾病等やむを得ない事情がある場合は14日)を限度)

入･退所時に施設送迎を必要とした時に加算

医師の指示に基づく療養食を提供した場合に加算

居宅サービス計画に位置付けられていない短期入所生活介護を緊急に行った場合

療養食加算

緊急短期入所受入加算

居住費・食費の減免をご利用になる場合には、「介護保険負担限度額認定証」の提示が必要になります。

交付申請など詳しくはお住まいの市区町村までお問い合わせ下さい。

当施設では、社会福祉法人減免もご利用になれます。「社会福祉法人利用者負担軽減確認証」の提示が必要

になりますので、交付申請など詳しくはお住まいの市区町村までお問い合わせ下さい。

サービス利用に係る自己負担額には、各加算(サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ(18単位)、夜勤職員配置加算(Ⅱ)

(18単位)(予防は加算なし)、介護職員処遇改善加算(3.3％))等を含んでいます。

1,857

利用料金合計

利用料金合計

食　費

2,838 2,906

(1日当たり)

2,015 2,088 2,1561,880 1,947

2,630 2,697

食　費

片道　184円

2,974

1日　18円

1日　90円

（1日限度額　1,380円）

介 護 給 付
介 護 度

朝食　360円　　昼食　560円　　夕食　460円

（1日限度額　390円）

(1日当たり)

食　費
（1日限度額　300円）

朝食　360円　　昼食　560円　　夕食　460円

1,790


